
栃木労働局「今月(５月)のおすすめ情報」を紹介します。

栃木労働局

②職場における熱中症を防止しましょう！

職場においても、熱中症は発生しており、全国的には、死亡事例も跡を絶ちません。
一昨年には、県内でも熱中症による死亡災害が発生しています。
職場における熱中症を防止するため、作業当日のWBGT値（暑さ指数）を把握した上

で、作業開始前に労働者の健康状態を把握し、水分・塩分・休憩をこまめに取らせま
しょう。

職場における熱中症ポータルサイト
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

いつもと違う、熱中症を疑わせる症状の者を見かけた場合、直ちに119番し、救急車が
到着するまでに、身体冷却してください。

①令和８年４月１日から、女性活躍推進法が改正

○女性活躍推進法の改正により、これまで従業員301人以上の企業に公表が義務付けら
れていた「男女間賃金差異」について、101人以上の企業に公表義務を拡大するととも
に、新たに「女性管理職比率」についても101人以上の企業に公表を義務付けます（以
下の表を参照）。
〇公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が最も適切
です。
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【問合せ】栃木労働局 雇用環境・均等室 TEL：028-633-2795



〇 いつでもどこでも手続き可能！

労働局などの窓口に出向かず、待ち時間がなく、24時間365日、自宅
やオフィスから申請や届出ができます。

〇 簡単・スピーディに申請！

申請書類への記入もデータでスピーディに処理でき、毎年提出する年度
更新申告なら、前年度の情報を取り込めるので、変更や修正だけ。入力
チェック機能等で記入漏れ等も防げます。

〇ムダな時間やコストも削減！

用紙の入手が不要。内容により複数の手続をまとめて申請でき、申請の
ための移動費・人件費などコストを削減できます。

〇あわせて便利な口座振替をご利用ください！

口座振替のメリットは、保険料納付のために金融機関の窓口へ行く手間
や待ち時間が解消されること、納付の“忘れ”や“遅れ”がなくなること、
法定納期限から保険料の引き落とし日までに最大約２カ月ゆとりがある
こと等があります。

④5月は労働保険電子申請利用促進月間です！

＊なお、資本金が１億円を超える法人等は、その全ての事業場につ いて、電子申請での申告が
法令で義務付けられており、今年度 （令和８年度）の年度更新から、紙の申告書の送付がなく
な り、原則として、従来の紙の申告書を用いた申告はできなくなりますので、電子申請のご利
用をお願いします。

〇賃金引上げに向けて次の支援措置を設けています、ご活用ください。

＊賃上げ支援助成金パッケージ:生産性向上（設備・人への投資等）や、非正規雇用労働者の処遇改
善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援。

⑤「賃上げ」支援助成金パッケージをご活用ください！

働き方改革推進支
援センターについ

てはこちら☞

⑥最低工賃（電気機械器具製造業）が改正されました！（令和８年４月２０日発効）

栃木県電気機械器具製造業の最低工賃について、下記表における金額に改正発効されました。なお、
栃木県電気機械器具製造業の最低工賃は、栃木県内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労
働者及びこれらの業務を委託する委託者に適用されます。詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電
話：０２８－６３４－９１０９）、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

金 額規 格工 程品 目

１ピンにつき ５７銭
（改正前 ５１銭）

リード線につ
いて行うもの

差し（電線の端末に取付けられた端子を
コネクターに差し込むことをいう。）

コネクター

＊働き方改革推進支援センター相談窓口:中小企業における労働
環境整備、例えば、賃金規程の見直しや業務改善助成金をは
じめとする労働関係助成の活用などの相談対応。

[問合せ]栃木働き方改革推進支援センター 0120-800-590

③ 雇用保険料率が引き下げとなります！
令和８年4月１日から令和９年３月３１日までの雇用保険料率は以下のと

おりです。
〇 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に
変更になります（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に
変更になります。）。

〇 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000
です（建設の事業は4.5/1,000です。）。


